
第１章. 汚染メカニズム解明及び高濃度汚染対策の概要 

1.1. 要約 

2003 年（平成 15年）3 月、茨城県神栖町（当時）において、通常自然界には存在しない、旧軍の化学兵器

に使用された物質の原料物質でもある有機ヒ素化合物（ジフェニルアルシン酸。（以下、「DPAA」という。））

による地下水汚染が発覚した。環境省では、国の閣議了解に基づき茨城県及び神栖町の協力を得ながら、汚

染メカニズムの解明のため、地歴調査、ボーリング調査、地下水・土壌調査等を進めてきた。これらの調査

を踏まえ、当初汚染が発覚した飲用井戸（以下「A井戸」という。）の南東 90m 地点付近に汚染源が存在する

可能性が高いとして掘削調査を行った結果、高濃度の DPAA を含むコンクリート様の塊が発見された。コンク

リート様の塊には木片、コンクリートガラ、金属片等に加え、飲用空き缶も含まれており、1993 年以降に投

棄されたものであることが判明した。また、継続的に実施している地下水モニタリングや数値解析（シミュ

レーション）による地下水汚染状況の再現等により、この塊が神栖地区全体の汚染源である可能性が高いこ

とが示された。発見されたコンクリート様の塊は、その後、周辺の汚染土壌とともに全て現場から撤去され

焼却処理された。 

しかしながら、コンクリート様の塊を撤去した後においても、A 井戸付近やコンクリート様の塊を掘削除

去するため土留め矢板を打設した範囲（以下「掘削調査地点」という。）の地下水からは、10～30mg-As/L 程

度（ヒ素濃度として地下水環境基準の 1,000～3,000 倍）の高濃度の DPAA が検出される状況にあった。この

ため、その後も高濃度の汚染地下水が残存し、汚染拡大の原因となりうることから、2009～2011 年度の 3年

間、高濃度汚染対策事業を行った。 

実施した高濃度汚染対策は、掘削調査地点及び A井戸周辺（以下「A 地区」という。）に設けた揚水井戸か

ら、掘削調査地点では水道水の注水も併用しながら 1 日当たり最大約 300m3程度の汚染地下水を揚水し、地

下水処理施設（以下「DPAA 地下水処理施設」という。）にて有機ヒ素化合物を除去して、処理後の地下水を

下水道に放流するというものである。（図 1.1.1、図 1.1.2）。 

 

 
図 1.1.1 高濃度汚染対策施設全景 

 
図 1.1.2 高濃度汚染対策事業における井戸、処理施設等の配置図 

 

本対策の目標は、2年間の揚水処理によって A 井戸周辺の地下水中に残存する有機ヒ素化合物の約 90％を

除去するというものであった。2009～2010 年度の 2 年間の対策により、有機ヒ素化合物の除去量に関する目

標は概ね達成したと判断されたが、掘削調査地点内の地下水については、その周辺と比べると DPAA 濃度が高

い状況にあった。このため、さらに 2011 年度の 1年間を費やし、掘削調査地点を中心に揚水処理を行ってで

きる限り多くの有機ヒ素化合物の除去に努めた。 

高濃度汚染対策によって高濃度の汚染地下水が除去・処理されるのに伴い、DPAA 地下水処理施設原水槽の

総ヒ素濃度及び月毎の総ヒ素除去量は減少した（図 1.1.3）。高濃度汚染対策により揚水した汚染地下水量は

約 195,000m3となり（図 1.1.4）、除去したヒ素量は、概ね 2 年が経過した 2011 年 3 月末で約 163kg、高濃度

汚染対策終了時の 2012 年 3 月末時点で約 180kg となった。この 180 ㎏のうち、DPPA 等の有機ヒ素化合物は

約 159kg 分(ヒ素換算値)に相当するものと算定された。一方、高濃度汚染対策の開始時に A 井戸付近に残存

していた有機ヒ素化合物は、数値解析の結果から約 160kg（ヒ素換算値）と推定され、対策による有機ヒ素

化合物の除去率は 2年経過時点で約 90％、約 3年経過時点で約 99％と算出された。 

0.37

7.89

25.09

18.68

11.1311.14

8.64
7.90

6.30
5.41 5.29

4.45
5.30 5.37 5.56

4.50 4.25 3.82
5.05 4.79

3.52 3.85

1.04

3.72
1.890.480.821.291.571.631.551.86

2.312.291.46

8.90

4.77

4.18

2.89

2.16
1.86

1.53
1.32

1.07 0.98 0.95 0.75 0.73 0.75 0.78 0.61 0.59 0.58 0.73 0.67 0.59 0.59 0.52
0.30 0.28 0.27 0.250.170.150.200.200.24

0.340.670.51

0

5

10

15

20

25

30

2
00

9年
4月

2
00

9年
5月

2
00

9年
6月

2
00

9年
7月

2
00

9年
8月

2
00

9年
9月

20
09

年
1
0月

20
09

年
1
1月

20
09

年
1
2月

2
01

0年
1月

2
01

0年
2月

2
01

0年
3月

2
01

0年
4月

2
01

0年
5月

2
01

0年
6月

2
01

0年
7月

2
01

0年
8月

2
01

0年
9月

20
10

年
1
0月

20
10

年
1
1月

20
10

年
1
2月

2
01

1年
1月

2
01

1年
2月

2
01

1年
3月

2
01

1年
4月

2
01

1年
5月

2
01

1年
6月

2
01

1年
7月

2
01

1年
8月

2
01

1年
9月

20
11

年
1
0月

20
11

年
1
1月

20
11

年
1
2月

2
01

2年
1月

2
01

2年
2月

2
01

2年
3月

原
水

槽
の

総
ヒ
素

濃
度

（
m
g/
L
/
月

）

0

2

4

6

8

10

12

総
ヒ
素

除
去

量
（
kg
/
月

）

総ヒ素除去量（月合計）

原水槽総ヒ素濃度（月平均）

 
図 1.1.3 月毎の総ヒ素除去量と原水槽の総ヒ素濃度推移 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2
0
0
9
年

4
、
5
月

2
0
0
9
年

6
月

2
0
0
9
年

7
月

2
0
0
9
年

8
月

2
0
0
9
年

9
月

2
0
0
9
年

1
0
月

2
0
0
9
年

1
1
月

2
0
0
9
年

1
2
月

2
0
1
0
年

1
月

2
0
1
0
年

2
月

2
0
1
0
年

3
月

2
0
1
0
年

4
月

2
0
1
0
年

5
月

2
0
1
0
年

6
月

2
0
1
0
年

7
月

2
0
1
0
年

8
月

2
0
1
0
年

9
月

2
0
1
0
年

1
0
月

2
0
1
0
年

1
1
月

2
0
1
0
年

1
2
月

2
0
1
1
年

1
月

2
0
1
1
年

2
月

2
0
1
1
年

3
月

2
0
1
1
年

4
月

2
0
1
1
年

5
月

2
0
1
1
年

6
月

2
0
1
1
年

7
月

2
0
1
1
年

8
月

2
0
1
1
年

9
月

2
0
1
1
年

1
0
月

2
0
1
1
年

1
1
月

2
0
1
1
年

1
2
月

2
0
1
2
年

1
月

2
0
1
2
年

2
月

2
0
1
2
年

3
月

月
平

均
揚

水
量

（
ｍ
3
/
日

）

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

累
積

揚
水

量
（
ｍ
3
）

掘削調査地点付近

C-1

F-15

B-1

累積揚水量

 
図 1.1.4 高濃度汚染対策における汚染地下水の揚水量の推移 
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高濃度汚染対策の実施により、A 地区の地下水汚染状況は大きく改善された。高濃度汚染対策の開始前に 3

地点で認められた 10mg-As/L 以上の地下水汚染は高濃度汚染対策の終了後にはゼロとなり、28地点で認めら

れた 1mg-As/L 以上の汚染も 2地点にまで減少した。さらに高濃度汚染対策の終了後の地下水汚染状況を数値

解析により予測すると、A 地区の DPAA 濃度（ヒ素換算値）が地下水環境基準（0.01mg/L）以下になるのは約

22 年後と予測され、高濃度汚染対策を講じなかった場合と比較して、その期間が約半分以下にまで短縮され

るという結果が得られた（図 1.1.5）。 
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図 1.1.5 Ａ井戸周辺を対象とした地下水汚染シミュレーションの結果図 

（各地点の深度方向の最大濃度を平面上にコンター図化したもの） 

さらに A 井戸から常陸利根川に向かう汚染源の下流域では、高濃度汚染対策の終了から 20 年後以降に

地下水汚染範囲が減少傾向に転じ、30 年後にかけて地下水汚染範囲は急激に減少すると予測された（図

1.1.6）。また、高濃度汚染対策の開始前から実施している地下水モニタリングの結果、A 井戸の下流方向

において新たな汚染源を示唆するような濃度変化は見られず、A 井戸南東 90m で発見されたコンクリート

様の塊が地域全体の唯一の汚染源であると考えられた。しかしながら、汚染源の撤去、そして高濃度の汚

染地下水を除去した現在も、当該地域では、未だ地下水汚染が解消するには至っていない。このため、引

き続き地下水モニタリングを継続するとともに、汚染の状況を踏まえてモニタリング及び飲用自粛要請範

囲の見直しを適切に実施していく必要がある。 
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図 1.1.6 神栖地区汚染全域を対象とした地下水汚染シミュレーションの結果図 

（地下水汚染濃度コンター図：深度 30m） 
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